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報告事項２　第52期事業計画及び収支予算の報告の件

（自 2024年９月１日　至 2025年８月31日）

Ⅰ　第52期事業計画
第１　基本方針
　　変化の激しい時代に監査役等が十分に役割を果たせるよう支援すべく、設立50周年

記念事業を通じて得られた成果及び課題を踏まえ、監査役等への支援体制の整備や当
協会の財務基盤の充実を図り、当協会事業の健全かつ持続的な発展につなげる。

　　監査役等への役割期待が増す中で、進化するコーポレート・ガバナンスの担い手と
してあるべき監査役等の姿を、先行的かつ継続的な調査・研究を通じ、積極的に提言
する。

　　監査役等の継続的なリスキリングを支援するため、必要な知識・スキル・知見の獲
得を促し、以って監査役等監査の実効性の向上を図る。引き続き、様々な規模の会社
のニーズを的確に捉え、監査役等が自ら考え行動できるよう、支援する。

　　タグライン、監査役の理念及び日本監査役協会の理念を掲げ、積極的な広報活動を
行い、当協会に対する認知の拡大を図りつつ、監査役等の役割に関する周知や理解浸
透に努め、監査役等を取り巻く環境の向上を目指す。

第２　重点施策
１　制度改正に対応した実務指針の作成・提供・浸透に努めるとともに、サステナビ

リティ開示及びその保証に関する新たな制度設計の行方に注視しつつ監査役等とし
ての関与の在り方の検討を継続する。さらに、エンゲージメントや開示の充実等に
対応し、今後の監査役等の活動に資する研究活動を開始・推進する。（公１事業、公
２事業）

２　非常勤社外監査役等への対応を含め、研修体系の再構築・提供体制整備の検討を
行い、受講者数の増加を図る。併せて、特にeラーニングや自己診断の利用を促進す
る。（公２事業、公３事業）

　　また、大規模公開会社以外の会員向けの支援を継続するとともに、大規模公開会
社の子会社監査役等に就任する親会社役職員等に向けた支援方法を検討する。（その
他事業）

３　当協会に対する認知向上を図り、ブランドの確立を図るとともに、監査役等の役
割等についての広報活動を充実させる。特に、投資家等との意見交換を含めた資本
市場全般へのアプローチを拡充するなど、積極的な発信を行う。（公２事業）

４　継続的なアクセシビリティの向上を通じ、引き続き会員拡充を図る。そのため、
組織運営・財務・職員の能力開発等事業運営体制を充実させる。（法人管理）
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第３　事業活動
１　監査制度に関する政府及び関係機関等への提言、執務指針・報告書等の編纂事業
 （公益目的事業／公１事業）

該当事業 委員会・研究会

活動計画 ⑴  各種委員会を通じた研究及び取組課題の達成
⑵  コーポレート・ガバナンスの担い手としての監査役等の実務の在り方

の研究
⑶  会計及び監査をめぐる国内外の最新動向の把握
⑷  今後の監査役等の活動に資する研究活動の開始・推進

２　監査制度に関する調査・情報収集・分析、情報提供事業
 （公益目的事業／公２事業）

該当事業 調査研究、広報活動、監査関連情報誌刊行

活動計画 ⑴  監査役等の職務に資する情報、監査実務、企業不祥事例の収集及び調
査研究

⑵  マスコミ関係者や投資家等との交流、各種ツール利用による監査役等
の職務に関する企業経営者・投資家等への理解の促進

⑶  当協会の活動の積極的な広報を通じた当協会に対する認知の向上
⑷  「月刊監査役」を通じた監査役等監査の実務を中心とした情報提供
⑸  ホームページを通じた監査役等に対する参考情報の提供

３　監査役等に求められる機能と権限が発揮されるよう専門知識の習得を図る機会等
の提供事業

 （公益目的事業／公３事業）
該当事業 講演会、研修会、監査役全国会議、監査役スタッフ全国会議

活動計画 ⑴  多様な属性を持つ監査役等及び監査役等スタッフのさらなる資質向上
のための研修会や講演会等（eラーニングシステムや自己診断含む）で
の有用かつ実務的な最新情報の体系的な提供

⑵  監査役全国会議及び監査役スタッフ全国会議において、監査役等を取
り巻く環境変化に応じた最新の情報提供と相互交流を促す企画の実現

⑶  大規模公開会社以外（会計監査人非設置会社、IPO準備会社など）の
会員向け支援のための最新情報や研修機会の提供

⑷  eラーニングシステムのコンテンツのさらなる充実
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４　監査制度・実務等に関する各種の相談・質問事項に対する助言・回答事業
 （公益目的事業／公４事業）

該当事業 電話・HP問い合わせフォームからの相談回答（会員・非会員）

活動計画 監査制度・実務等に関する電話、電子メール及び事務所訪問等による各種
問合せに対する助言・回答等

５　監査実務部会等の監査役等相互の情報交換会の開催、会員対象の相談等事業
 （その他事業（会員限定）／他１事業）

該当事業 監査実務部会、スタッフ実務部会、情報交換会、相談室、人材バンク

活動計画 ⑴  監査実務部会、スタッフ実務部会及び各種情報交換会のさらなる活性
化と効率化

⑵  会員からの相談対応（法律相談室、法的サポート相談室、Net相談室）
の充実と利用促進

⑶  役員人材バンクの効率的な運営

６　法人管理
該当事業 役員会、その他管理業務

活動計画 ⑴  会員総会、理事会、監事会、支部幹事会の円滑な運営
⑵  公益法人として適切な事業運営
⑶  会員拡充への取組の検討
⑷  システム等の活用による効率的かつ適切な事務局運営
⑸  事務局職員の人材育成に資する研修の充実及び働きやすい職場環境の

整備

 以上


